
受検科目および試験免除申請の記入方法 

2012 年５月用 

【受検申請書の記入欄】 

受検科目 試験免除申請 

等級 学科・実技 実技試験の選択科目 
科目 

コード 

受検 

手数料 

受検科目
に○印 

免除申請の科目
に○印 

一部合格番号（10桁(左詰)または12桁） 

または合格番号（ハイフン抜き12桁） 

２級 

学科試験  F21 4,200 円  ○ F ２ １ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６   

実技試験 

個人資産相談業務 F22 4,500 円 ○              

中小事業主資産相談業務 F32                

生保顧客資産相談業務 F42 4,500 円               

損保顧客資産相談業務 F52                

資産設計提案業務 FJ2                

３級 

学科試験  F31 3,000 円               

実技試験 

個人資産相談業務 F62 3,000 円               

保険顧客資産相談業務 F72 3,000 円               

資産設計提案業務 FJ3                

■受検科目 

・今回受検申請する科目に○印。 

・同じ等級の学科試験と実技試験を同時に受検する場合は、1 枚の用紙で 2 ヵ所に○印。 

・異なる等級の学科試験と実技試験を同時に受検する場合は、受検申請書を２枚に分けてください。 

・1 度に複数の実技試験は受検できません。どれか１つを選択してください。 

■試験免除申請 

・過去に合格している科目がある者は、それを再度受検しなくても試験の免除を申請することができます。 

・一部合格には有効期限があります（合格した年度の翌々年度末まで）。期限切れの免除申請は自動的に削除されますので、注意してください。 

・日本ＦＰ協会が実施した試験で合格した場合も、合格証書等の添付は不要です。 

・（重要）試験免除申請は自己申告です。免除申請をしなかった場合は、今回受検して合格した科目の一部合格だけとなり、合格証書は発行されません。申請もれのな

いように注意してください。 

■試験免除申請の記入方法と有効期限（ご不明な場合は、検定センター第二分室事務局（TEL03-3983-8021）までお問合せください） 

受検内容 「受検科目」欄 「免除申請の科目」欄 
「一部合格番号 

または合格番号」欄 

（注）免除申請が有効な 

一部合格番号 

学科試験のみに一部合格していて、

実技試験だけを受検 

受検する「実技試験の選択

科目」に○印 
「学科試験」に○印 

「学科試験の一部合格番

号」を記入 

試験日が2010年５月以降の

一部合格番号 

実技試験のみに一部合格していて、

学科試験（あるいは学科試験と別の

実技試験）を受検 

「学科試験」（あるいは学

科試験と別の実技試験）に

○印 

合格している「実技試験の

選択科目」に○印 

「実技試験の一部合格番

号」を記入 

試験日が2010年５月以降の

一部合格番号 

技能検定（学科試験と実技試験の両

方）に合格していて、別の実技試験

を受検 

受検する「実技試験の選択

科目」に○印 
「学科試験」に○印 

「技能検定の合格番号」を

記入 
合格番号は期限なしで有効 

 

 個人情報の取扱いについて  
 

(1) ここで個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別でき

るもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む）をいいます。 

(2) 一般社団法人金融財政事情研究会（以下「当会」といいます）では、

ファイナンシャル・プランニング技能検定に係る受検申請書またはイン

ターネット受検申請画面にてご提供いただいた個人情報（以下「受検者

提供情報」といいます）を、当該検定の実施、受検者の円滑な受検、検

定結果の送付、受検者の受検結果の管理、受検者の本人確認その他当該

検定の目的遂行に必要な範囲内で利用いたします。 

 また、当会は、当該検定の受検申請において、受検資格および試験免

除の適否を確認する目的で、特定非営利活動法人日本ファイナンシャ

ル・プランナーズ協会（以下「日本FP協会」といいます）との間で以下

の要領で共同利用を行います。 

●共同利用に関する事項（個人情報の保護に関する法律第23条第４項第

３号、同法第23条第５項） 

共同して利

用される個

人データの

項目 

ファイナンシャル・プランニング技能検定の受検者（以

下「受検者」といいます）が当会に届け出たAFP認定研

修（以下「研修」といいます）の受講番号・研修修了日・

カナ氏名・旧カナ氏名・生年月日・合格（一部合格を含

みます）の有無・合格した種目・合格番号（一部合格番

号を含みます。）および受検者提供情報に関する個人デー

タ（以下「受検者データ」といいます） 

共同して利

用する者の

範囲 

日本FP協会 

利用する者

の利用目的 

当会と日本FP協会が相互に受検者データを交換し、受検

者の受検資格の有無および試験免除の適否を確認するた

め 

当該個人デ

ータ管理に

ついての責

任者 

当会検定センター 

なお、ご本人様による同意なく日本FP協会以外の第三者に受検者データ

を提供することはいたしません（ただし、法令により許される場合を除きます）。 

(３) 当会では、個人情報を、ご本人様の同意なく上記以外の目的には使用

しません（ただし、法令により許される場合を除きます）｡ 

(４) 個人情報の開示・訂正・利用停止を希望される場合の手続きについて

は、当会ホームページ（http://www.kinzai.or.jp/info/kojinjoho.html）をご

らんください。 

(5) 個人情報の取扱いに関するご意見・ご質問は、下記までお問合せくだ

さい。 

  一般社団法人金融財政事情研究会 総務部「個人情報サービス窓口」係 

  住所 〒160-8519 東京都新宿区南元町 19 

 

 

厚生労働大臣指定試験機関 一般社団法人 金融財政事情研究会 

記入見本 


